
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管内の労働災害の更なる減少に向けて、 

第 13次の東京労働局労働災害防止計画を策定しました！ 

 

東京労働局（局長 勝田 智明（かつだ ともあき））は、本年２月に厚生労働省が策定した

「第 13 次労働災害防止計画」（以下「全国計画」という。）を踏まえ、管内の労働災害の更

なる減少に向けて、2018 年度を初年度として 5 年間にわたり重点的に取り組むべき事項を

定めた「第 13 次東京労働局労働災害防止計画」（以下「東京版計画」という。）を策定しま

した。 

東京版計画では、全国計画の実効ある推進を図るために、管内の安全衛生を取り巻く現状

を踏まえ、 

① 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会施設工事における安全衛生対策 

② 本社機能が集中する東京発の安全衛生対策の全国への普及拡大 

③ 「行政が進める安全衛生対策の見える化」の推進 

の３点を基本的な考え方として、計画期間中に、労働災害による死亡者数を 15％以上減少

させること、休業４日以上の死傷者数を５％以上減少させることを基本目標として、労働災

害防止対策の推進に取り組みます（東京版計画の概要は別添のとおり）。 

 

（参考）東京版計画のロゴマーク及びキャッチフレーズ 

 

 

 

 

 

「トップが打ち出す方針 みんなで共有 生み出す安全・安心」 
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